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基本目標１ ともに支えあう地域社会の構築 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な成果指標＞ 

成果指標名 現状値（Ｒ４） 目標値（Ｒ10） 

江東区に住み続けたいと思う人の割合 76.2％ 90.0％ 

※江東区地域生活に関する調査（江東区障害者実態調査）より設定している。調査は３年ごとに実施し、現状値

は令和４年度に実施した調査結果、目標値は次期計画策定時に実施予定である江東区地域生活に関する調査の

結果を指している。 

 

  

区民をはじめ、福祉・保健・医療・教育関係者、企業等の障害に

対する知識と理解を深めるとともに、合理的配慮の提供に向けた取

組みを推進することで、障害のあるなしに関わらず、多様性を認

め、誰も孤立させない、そして排除しない、誰にとっても選択肢の

ある寛容な包摂社会の実現を目指します。 
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１ 共生の基盤づくりの推進 

＜施策の方向性＞ 

令和４年度の江東区障害者実態調査では、共に生活できる地域社会の実現のために大切だ

と考えることについて、障害者調査は「近隣住民の理解と協力」が約４割、障害児調査では

「小中学校などでの障害理解に関する学習、交流学習の充実」が約５割と、ともに最も高い

回答となりました。 

令和３年５月に障害者差別解消法が改正され、令和６年４月から施行されることにより、

これまで民間事業者に対して「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共

団体などと同様に「義務」となります。 

障害者が安心して地域で生活するためには、さらなる相互理解の促進、差別の解消に向け

た取組みが不可欠です。障害理解を深めるための啓発・広報活動や教育、障害者差別解消法

に関する啓発・広報活動をさらに推進し、障害のある人もない人も尊重し合い、ともに支え

合うことができる地域社会の実現に向けて取組みを進めていきます。 

あわせて、障害者が地域の中で孤立せず、安心して自分らしい生活を送れるように、近隣

住民との日常的な交流を進めるとともに、ボランティアの育成や活動を推進し、地域で支え

合う体制の充実に努めます。 
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（１）障害理解の促進 

障害への理解を深めるため、「障害者週間」（12月３日～９日）、「障害者雇用促進月間」

（９月）、「人権週間」（12月４日～10日）、「精神保健福祉普及運動」（10月）など、国

のスケジュールに合わせて、区における啓発・広報活動を推進します。また、令和６年４月

に施行される改正障害者差別解消法の周知を図り、障害のある人もない人も安心して暮らせ

るまちの実現を目指します。 

 

① 障害者施策等の啓発・広報 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

１ 

区報・ホームペー

ジによる実施事業

の紹介 

［障害者施策課・ 

障害者支援課］ 

●区報や区のホームページに、障害者施策として行っている事

業などを掲載します。 

２ 

障害者福祉のてび

きの発行 

［障害者支援課］ 

●障害者が利用できるサービスを広くまとめた冊子を作成・発

行します。 

３ 

障害者週間等にお

ける啓発・広報活

動の推進 

［障害者施策課］ 

●障害への理解を深めるため、「障害者週間」、「障害者雇用

促進月間」、「人権週間」、「精神保健福祉普及運動」など

に合わせて、啓発・広報活動を推進します。 

４ 

障害者の虐待防止

や啓発・広報活動

の推進 

［障害者支援課］ 

●障害者の尊厳を害し、自立と社会参加を妨げる虐待の未然防

止と早期発見のため、障害者虐待防止センターを中心に啓

発・広報活動を推進します。 

パンフレットの配布 実施 継続 

５ 

障害者差別解消法

の啓発・広報活動

の推進 

［障害者施策課］ 

●誰もが住みやすいまちづくりを実現するため、「不当な差別

的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」を定めた障害者差

別解消法の啓発・広報活動を推進します。 

パンフレットの配布 実施 継続 

６ 

障害者雇用に関す

る関係機関の取組

周知 

［障害者支援課］ 

●東京しごと財団が実施する、障害者雇用への理解や雇用拡大

にかかる事業について、企業に周知します。 
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② 障害者施策等について学ぶ場の設置 

障害者福祉大会や各種講演会を通じて、地域住民との交流を図るとともに、障害について

の正しい知識と理解の普及を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

７ 

障害者福祉大会の

開催 

［障害者施策課］ 

●芸能等の催しを通じて、障害者とその家族、地域住民にレク

リエーションや交流の場を提供します。 

大会の開催 １回 継続 

８ 
精神保健講演会 

［保健予防課］ 

●精神保健についての正しい知識と精神障害者への理解を得る

啓発活動の一環として、精神保健講演会を保健相談所で実施

します。 

講演会の開催 ４回 継続 

９ 
難病講演会 

［保健予防課］ 

●難病患者及び家族を対象に、病気に対する正しい知識、療養

のあり方などの理解を深めてもらうため、専門医による講演

会を保健相談所で実施します。 

講演会の開催 ３回 継続 
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（２）障害理解のための教育の充実 

学校教育、生涯学習の場で福祉に関わるテーマの学習会等を開催するなど、福祉教育プロ

グラム等を通じて、障害への理解を深めるともに、福祉の心や実践力の育成を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

10 

福祉教育の推進 

［指導室・ 

障害者施策課］ 

●福祉の心を醸成し、福祉活動を活発にするため、学校教育等

の場で、福祉に関わるテーマでの学習会や福祉施設等での職

場体験を実施するほか、広報活動を推進します。 

学習会や福祉施設等での職

場体験の実施 

小学校45校 

中学校23校 

義務教育学校

１校 

継続 

11 

区職員に対する福

祉施設体験学習 

［職員課］ 

●区職員の研修メニューの中に、福祉施設での体験学習を取り

入れます。 

体験学習の実施 
受講者数22名 

受入10施設 
継続 

12 
家庭教育学級事業 

［地域教育課］ 

●こどもの成長・発達、親の対応を学ぶ講座。幼児から中学生

のこどもを持つ保護者を対象とし、それぞれの発達段階ごと

に展開します。幼児や小学生の親の家庭教育学級などがあり

ます。 

講座の実施 実施 充実 

13 

ユニバーサルデザ

イン推進事業 

［都市計画課］ 

●江東区長期計画に位置づけられた、ユニバーサルデザインの

視点により、年齢・性別・国籍の違いや、障害の有無等にか

かわらず誰もが公平かつ快適に生活できるようにするため、

区と区民及び事業者が協働でまちづくりを推進します。 

●ユニバーサルデザインの意識啓発を図ることを目的に、区民

等が参加するワークショップを開催するとともに、若年層に

向けては区立学校の４年生児童を対象とした出前講座を障害

当事者やその介助者等で構成するやさしいまちづくり相談員

と協働して開催します。 

ワークショップ、出前講座

の開催 
実施 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

14 

児童・生徒のボラ

ンティア福祉体験

学習 

［社会福祉協議会］ 

●区内の小学生から高校生を対象に、福祉・災害関係等のボラ

ンティア活動をしている方々の体験談や障害者のお話、高齢

者疑似体験等の学習機会を設け、他者の気持ちを理解し、相

手を思いやる心、互助の気持ちとボランティア意識を育みま

す。 

参加者数 延べ1,315名 継続 
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（３）地域の支えあいの推進 

 

① 地域の支えあい活動の構築 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、社会福祉協議会の地域拠点やサロ

ン活動を通じて、地域で支えあえる体制を構築します。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

15 
地域拠点事業 

［社会福祉協議会］ 

●地域福祉コーディネーターが常駐した身近な相談窓口となる

地域拠点を設け、アウトリーチ活動の強化を図ります。 

新規相談件数 ― 継続 

16 

ふれあいいきいき

サロン事業 

［社会福祉協議会］ 

●孤立防止を目的に高齢者や障害者、子育て中の親子や外国人

等を囲んで住民同士が集う仲間づくりの場としてサロン活動

に対し、その活動費の一部を助成します。 

登録サロン数 123サロン 継続 

17 

地域福祉活動拠点

整備事業 

［社会福祉協議会］ 

●区内４地域で、社協カフェ「みんなの居場所」を開催し、地

域課題の発見、住民とのつながりづくり、福祉情報の提供な

どを行います。 

開催数 24回 継続 

 

 

② ボランティアの養成・活動の促進 

「江東区ボランティア・地域貢献活動センター」を中心として、区民のボランティア活動

を促進し、あわせて障害と障害者に対する理解と共感をさらに深めていきます。 

また、障害者の生活の様々な場面で支援を行うことができる各種ボランティアの養成・人

材確保及び活動促進に努めていきます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  担当課・係 

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

18 

江東区ボランティ

ア・地域貢献活動 

センターの運営 

［社会福祉協議会］ 

●ボランティア活動の相談、コーディネイト、ボランティア登

録、ボランティア養成等を実施します。 

ボランティアの養成 
個人2,477名 

団体76団体 
充実 

19 
手話通訳者の養成 

［障害者施策課］ 

●聴覚障害者のために手話通訳のできる人を養成します。 

手話通訳者の養成 
手話通訳者数 

52名 
継続 
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No. 事業名 
●事業内容  担当課・係 

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

20 
音訳者養成講座 

［江東図書館］ 

●視覚障害などのため、通常の活字資料の利用が困難な方に、

図書館資料を音声化するサービスを行う「音訳者」を養成す

るため、前期・後期２年間の連続講座を開催し、講座修了後

は図書館に登録し、音訳者として活動します。 

また、音訳者に登録した後も、音訳者としての技術をレベル

アップさせるため上級講座を開催します。 

講座回数・参加者数 全23回・459人 継続 

21 

夏体験ボランティ

ア 

［社会福祉協議会］ 

●区内在住または在学の中学生以上を対象に、日頃、学校等で

は体験できない現場での福祉活動から、様々な経験をするこ

とで今後のボランティア活動のきっかけとなるよう支援しま

す。 

参加者数 61人 継続 

22 

児童・生徒のボラ

ンティア福祉体験

学習 

［社会福祉協議会］ 

●区内の小学生から高校生を対象に、福祉・災害関係等のボラ

ンティア活動をしている方々の体験談や障害者のお話、高齢

者疑似体験等の学習機会を設け、他者の気持ちを理解し、相

手を思いやる心、互助の気持ちとボランティア意識を育みま

す。 

参加者数 延べ1,315名 継続 

23 

ホームヘルプサー

ビス（ふれあいサ

ービス） 

［社会福祉協議会］ 

●区民一人ひとりが、いきいきと安心して暮らせるよう、地域

の方々のご協力を得て家事・介護などのお手伝いを有償のボ

ランティア活動で実施します。 

サポーター活動延べ数 5,168名 継続 
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２ 相談・コミュニケーション支援の充実 

＜施策の方向性＞ 

障害者やその家族等が安心して地域で生活するために、身近なところで相談ができ、適切

な支援が受けられる相談支援体制を充実させることが求められています。障害種別や障害者

の置かれた状況に応じた各種相談窓口において、個々のニーズにあった支援を提供するため

に、利用者中心の考え方による相談支援の充実を図るとともに、さらなる利便性向上のため

の取組みを進めます。さらに、令和７年度に地域における相談支援の中核となる基幹相談支

援センターを設置し、困難事例等に関する相談・助言、関係機関への連携等を行っていきま

す。 

また、判断能力が十分ではない障害者やその家族等が地域で安心して暮らしていけるよう、

権利擁護センターを中核機関に位置づけ、地域連携ネットワークを運営していくなど、権利

擁護体制の充実を図ります。 

令和４年５月、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が公布・施

行され、障害特性に対応した情報提供体制の充実等について定められました。視覚障害者向

けの点字や音声情報の提供、聴覚障害者向けの手話や文字情報の提供、失語症者向け意思疎

通支援者派遣のほか、ＩＣＴ機器の活用等により、障害者が情報を取得及び利用できる環境

を充実させます。障害特性に応じたコミュニケーション手段の充実により意思疎通を促進す

ることで、障害者の自立と社会参加を支援していきます。 
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（１）相談支援及び権利擁護体制の充実 

① 身近な相談支援の充実 

障害者及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、関係機関との連携のもと、課題解決

に向けた適切なサービスにつなげられるよう、基幹相談支援センターの整備をはじめ、地域

における相談支援体制の充実を図ります。 

また、地域自立支援協議会において個別事例を通じて明らかとなった課題に関する提言に

ついて、解決に向けた取組みの実現に努めます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

24 

相談支援 

［障害者施策課・ 

障害者支援課］ 

●障害者支援課や特定相談支援事業所、身体障害者相談員、知

的障害者相談員が相談支援活動を行います。 

特定相談事業所利用者数 2,454人 継続 

25 
精神保健相談 

［保健予防課］ 

●保健相談所で一般精神、思春期、酒害、高齢期に分けて実施

します。 

相談回数 

一般精神83回 

思春期60回 

酒害96回 

高齢精神26回 

継続 

26 
難病療養相談 

［保健予防課］ 

●難病で治療中または難病の疑いをもって心配している方及び

その家族を対象に、患者・家族の療養環境の整備改善のため

に、専門医、医師会医師、理学療法士、保健師等が医療相談

を行います。 

①医療相談回数 

②延べ利用者数 

①42回 

②38人 
継続 

27 

障害者虐待防止セ

ンター 

［障害者支援課］ 

●障害者虐待防止センターにおいて、障害者への虐待に関する

通報・届出に基づき調査を実施します。 

虐待通報件数 28件 継続 

28 

障害を理由とする

差別の相談 

［障害者施策課］ 

●障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別に関する

相談を実施します。 

相談件数 ４件 充実 

29 

地域自立支援協議

会 

［障害者施策課］ 

●相談支援体制をはじめとする福祉サービスの連携や支援体制

に関して協議する協議会を設置し、障害児・者が地域で自立

した生活を営むことができる社会の実現を目指します。 

協議会の開催 ２回 充実 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

30 

障害者差別解消支

援地域協議会 

［障害者施策課］ 

●相談体制や紛争解決体制の整備など、関連する様々な取組み

を総合的に展開するために協議します。 

協議会の開催 ２回 継続 

31 

基幹相談支援セン

ターの整備 

［障害者施策課］ 

●地域において気軽に相談できる総合窓口として、困難事例の

解決に関係機関と連携して取り組むといった、地域における

相談支援の中核的な役割を担う機関の整備を推進します。 

整備 − 充実 

 

 

② 権利擁護体制の充実 

障害があっても、尊厳のある本人らしい生活が継続することができるよう、「江東区成年

後見制度利用促進計画」に基づき、権利擁護体制の充実を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

32 

成年後見制度利用

支援 

［地域ケア推進課］ 

●知的障害者、精神障害者などで判断能力が十分でない方を保

護する制度の利用に対して助成します。同制度を希望する低

所得者を対象として、申立てに要する費用や後見人報酬を助

成します。 

費用等の助成 

知的障害者  

９件 

精神障害者   

６件 

継続 

33 

権利擁護センター

「あんしん江東」 

［地域ケア推進課］ 

●日常生活に不安のある障害者などが、住み慣れた地域で安心

して暮らせるように、福祉サービスの利用手続きや財産管理

の援助、悪質商法などの法律行為についての相談・助言、成

年後見制度の利用などを支援します。地域連携ネットワーク

の中核機関が地域の権利擁護支援の軸となって、被後見人及

び後見人や医療、福祉などの関係者から成る支援チームをバ

ックアップしていきます。 

相談件数 

相談回数 

一般相談

10,724件 

専門相談51回 

継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

34 
市民後見人養成 

［地域ケア推進課］ 

●親族や専門職（弁護士等）以外で、後見業務を担う「市民後

見人」の候補者を、区・権利擁護センターが共同して養成し

ます。 

講座回数 

受講者数 

２回 

10名 
継続 

35 

日常生活自立支援

事業 

［社会福祉協議会］ 

●福祉サービスの利用や日常的金銭管理などが1人では困難な

方に援助を行います。 

契約件数 123件 継続 
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（２）情報アクセシビリティの向上 

① 情報提供の充実 

障害があっても必要とする情報に簡単にアクセスし、利用できることを目指す「障害者情

報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の考えに則り、視覚障害者のための

点字広報、聴覚障害者のための文字情報など、それぞれの障害特性に配慮した情報提供手段

を充実していきます。 

 

《視覚障害者対象サービス》 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

36 

点字広報と声の広

報 

［広報広聴課］ 

●区報の点字版、デイジー版、ＣＤ版を作成するほか、音声デ

ータをホームページで公開します。毎月1・11・21日及び特

集号を発行します。 

発行号数 38号 継続 

37 
声の区議会だより 

［区議会事務局］ 

●区議会だよりのデイジー版、ＣＤ版を作成するほか、音声デ

ータをホームページで公開します。 

①デイジー版作成数 

②ＣＤ版作成数 

①定例号 

１枚×４回 

臨時・新年号

１枚×２回 

②定例号 

２枚×４回 

臨時・新年号 

１枚×２回 

継続 

38 

点字・音訳による

選挙のお知らせ 

［選挙管理委員会 

事務局］ 

●視覚障害者で希望される方へ点字、音訳による「選挙のお知

らせ」や点字シールを貼った「投票所入場整理券」を郵送し

ます。 

郵送件数 

点字版18人 

 音訳版57人 

点字シール付

投票所入場整

理券31人 

継続 

39 
点訳等サービス 

［障害者施策課］ 

●日常生活上必要とする情報の点訳、墨訳（点字を文字に訳

す）または対面朗読のサービスを行います。 

点訳・墨訳件数 60件 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

40 
点訳サービス 

［江東図書館］ 

●視覚障害者を対象に資料を点訳します。 

点訳件数 ５件 継続 

41 
対面朗読サービス 

［江東図書館］ 

●活字で書かれた資料を読むことが困難な方たちのために、図

書館から依頼した音訳者が対面で資料を読むサービスを行い

ます。 

対面朗読サービス件数 149人 継続 

42 
録音図書の作成 

［江東図書館］ 

●図書等の墨字資料を、ＣＤに録音して録音図書を作成しま

す。 

作成タイトル数 39タイトル 継続 

43 
録音図書等の貸出 

［江東図書館］ 

●録音図書・点字図書・市販ＣＤ・カセットテープを、郵送に

て貸出します。 

貸出件数 2,440件 継続 

44 
声の新刊案内 

［江東図書館］ 

●図書館で新たに購入した図書・ＣＤ・カセットテープ、全国

の図書館で新しく作成した録音・点字図書の案内を録音し、

郵送してお知らせします。 

お知らせ回数等 
４種類22回発

行 
継続 

45 
点字図書の給付 

［障害者支援課］ 

●点字図書を一般図書価格相当額で給付します。 

給付件数 ２件 継続 

46 
大活字本の貸出 

［江東図書館］ 

●視力障害者や高齢者のために、一般より大きめの活字で印刷

された図書を貸出します。 

貸出冊数 15,111冊 継続 

 

 

《聴覚障害者対象サービス》 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

47 

手話通訳者・要約

筆記者の派遣 

［障害者施策課］ 

●区が主催する説明会に手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴

覚障害者へ情報を伝達します。 

派遣件数 
手話通訳者214件 

要約筆記者４件 
継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

48 

図書館予約資料到

着のメール・ＦＡ

Ｘによる通知 

［江東図書館］ 

●図書館資料をインターネット予約した方に、メールやＦＡＸ

で、予約資料の取置きについて通知します。 

通知の実施 実施 継続 

49 

字幕付ビデオ・Ｄ

ＶＤの貸出 

［江東図書館］ 

●図書館にて、日本語字幕付の邦画ビデオ、字幕表示機能付Ｄ

ＶＤを貸出します。 

機能付きＤＶＤ等の貸出 実施 継続 

50 

こうとう安全安心

メール 

［危機管理課］ 

●携帯電話またはパソコンから事前登録していただき、江東区

内の不審者情報や、ひったくり、空き巣、振り込め詐欺等の

各種防犯対策情報や、地震等の災害、各種気象警報、区から

の防災情報等をメールにて配信します。 

登録件数 32,568件 継続 

51 

区議会本会議場等

におけるヒアリン

グループ・モニタ

ーの設置 

［区議会事務局］ 

●聴覚障害者等への配慮の一環として、区議会本会議場及び委

員会室の傍聴席にヒアリングループを設置するとともに、貸

出用補聴器を配備しています。 

また、区議会本会議場の傍聴席に音声認識システム（モニタ

ー）を設置します。 

稼働回数 
定例会４回 

臨時会２回 
継続 

 

 

② 情報通信機器の活用促進 

ＩＣＴ技術を最大限活用し、障害者が様々な情報を受信し、さらに障害者からの情報発信

を促進するため、研修会や講習会の開催により、情報活用能力の開発、障害者向け情報通信

機器の普及などを進めます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

52 

心身障害者日常生

活用具給付等 

［障害者支援課］ 

●障害者向け情報通信機器として、福祉電話の貸与やＦＡＸ、

視覚障害者用ポータブルレコーダーを給付します。 

給付件数 35件 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

53 

障害者向けパソコ

ン講習会 

［障害者施策課］ 

●障害者向けのパソコン講習会を開催します。 

パソコン講習会の開催 

障害者福祉セ

ンター年24回 

延べ44人 

地域活動支援

センター 

年158回 延

べ836人 

充実 

54 

拡大読書器・音声

拡大読書器の設置 

［江東図書館］ 

●通常の活字資料の利用が困難な方に、文字を拡大する機器、

文字を音声で読み上げる機器を図書館内に設置し、資料の利

用を促進します。 

設置数 各１台 継続 
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（３）意思疎通支援の充実 
聴覚または音声言語機能に障害のある人が参加する会議等への手話通訳者や要約筆記者の

派遣、視覚障害者への音声による表現、点字への翻訳など、障害のある人とない人との相互

のコミュニケーションの充実を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

55 
手話通訳者派遣 

［障害者施策課］ 

●聴覚障害者または言語障害者、身体障害者団体に手話通訳者

を派遣します。 

派遣件数 1,908件 充実 

56 
要約筆記者派遣 

［障害者施策課］ 

●聴覚障害者等に要約筆記者を派遣します。 

派遣件数 42件 継続 

57 

手話通訳者の窓口

配置 

［障害者支援課］ 

●区役所に手話通訳者を配置します。 

●手話通訳者不在時においては、多言語通訳クラウド端末によ

り対応します。 

配置人数 2名 継続 

19 

手話通訳者の養成

（再掲） 

［障害者施策課］ 

●聴覚障害者のために手話通訳のできる人を養成します。 

手話通訳者の養成 
手話通訳者数

52人 
継続 

58 
同行援護 

［障害者支援課］ 

●視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出時に同行

し、代筆・代読など外出先で必要な視覚的情報の支援等を実施

します。 

サービス量（時間/月） 2,956時間 継続 

59 

失語症者向け意思

疎通支援者派遣 

［障害者施策課］ 

●失語症者の自立と社会参加を支援するため、外出時や失語症

者が参加する障害者団体の会合等へ意思疎通支援者を派遣し

ます。 

団体派遣件数 

個人派遣件数 
- 新規 
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基本目標２ 自立した生活を支える支援の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な成果指標＞ 

成果指標名 現状値（Ｒ４） 目標値（Ｒ10） 

利用している福祉サービスの満足度 36.0％ 45.0％ 

※江東区地域生活に関する調査（江東区障害者実態調査）より設定している。調査は３年ごとに実施し、現状値

は令和４年度に実施した調査結果、目標値は次期計画策定時に実施予定である江東区地域生活に関する調査の

結果を指している。 

 
  

障害者本人の意思に基づき、住み慣れた地域で自立した生活を送

ることができるよう、地域での生活を支えるサービス等を充実する

とともに、経済的な基盤への支援に取り組みます。 

また、生涯に渡って健康を維持することができるよう、保健・医

療サービスを拡充し、地域で安心して暮らすことができる仕組みの

確立を目指します。 

59



20 

 

１ 生活を支えるサービスの充実 

＜施策の方向性＞ 

自らの意思に基づき、住み慣れた地域で障害の種別や特性にあった適切な支援を受けなが

ら、自立した生活を送ることができるよう、地域生活を支える福祉サービス等の充実や経済

的な基盤への支援が求められています。 

障害者の在宅生活や日中活動、移動に関わる支援など、生活の各場面に合わせたサービス

の充実を図るほか、より良いサービスが提供されるよう、事業所への客観的な評価をはじめ、

関係機関から構成される協議会からの意見を通じ、福祉サービスの質の向上に取り組むとと

もに、利用者負担の軽減や各種手当等の給付などによる経済的負担の軽減や家族等介護者の

レスパイトを中心としたサービスの拡充を図っていきます。 

また、医療の発展や長寿化により、障害の重度化・障害者や介護者の高齢化が進むなか、

障害者が「親亡き後」も地域で安心して心豊かに暮らせる環境の実現に向け、グループホー

ムの整備推進のほか、入所等から地域生活への移行や地域生活の継続支援といった課題に対

応したサービスの提供体制の構築に取り組みます。 
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（１）日常生活の支援の充実 

障害者の地域生活を支援するため、法定の障害福祉サービスを適切に提供するとともに、

区独自のサービスなどの充実に取り組んでいきます。 

 

① 訪問系サービス 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

60 

居宅介護(ホームヘ

ルプ） 

［障害者支援課］ 

●ホームヘルパーによる介護や家事など日常生活の支援を行い

ます。 

サービス量（時間/月） 10,060時間 継続 

61 
重度訪問介護 

［障害者支援課］ 

●重度の肢体不自由者や重度の知的障害、精神障害により、行

動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要する方に、自

宅で介助や外出時の移動支援を総合的に提供します。 

サービス量（時間/月） 17,278時間 継続 

62 

重度障害者等包括

支援 

［障害者支援課］ 

●常時介護が必要な重度障害者の方に、居宅介護等複数のサー

ビスを包括的に行います。 

サービス量（時間/月） ０時間 継続 

63 

重度障害者等在宅

リハビリテーショ

ン支援事業 

［障害者支援課］ 

●在宅の重度障害者等に自宅でできるリハビリを実施してもら

い、日常生活の保持、活動の増進を図ります。 

利用者数 30人 継続 

58 
同行援護（再掲） 

［障害者支援課］ 

●視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出時に同行

し、代筆・代読など外出先で必要な視覚的情報の支援等を実施

します。 

サービス量（時間/月） 2,956時間 継続 

64 
行動援護 

［障害者支援課］ 

●知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する方に、

介助や外出時の移動中の介護などを行います。 

サービス量（時間/月） 181時間 継続 

65 

重度脳性麻痺者介

護 

［障害者支援課］ 

●20歳以上の身体障害者手帳１級の脳性麻痺者で単独で屋外活

動が困難な方に、家族を介護人とした支援を行います。 

利用者数 17人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

66 

在宅難病患者訪問

相談事業 

［保健予防課］ 

●在宅難病患者及びその家族が抱える療養上の問題に対し、理

学療法士による訪問リハビリを行います。また、保健相談所

の保健師等が訪問し、相談指導を実施します。 

延べ訪問相談指導回数 

看護師239回 

理学療法士47回 

保健師143回 

継続 

67 
出張調髪サービス 

［障害者支援課］ 

●重度の障害者で店舗での調髪ができない方に、出張調髪サー

ビスを提供します。 

利用者数 283人 継続 

68 

寝具乾燥消毒・水

洗い 

［障害者支援課］ 

●重度の障害者で寝たきり、または常時失禁状態の方に対し、

寝具の乾燥消毒、汚れ落とし及び水洗いを行い、保健衛生の

向上を図ります。 

利用者数 49人 継続 

69 

ごみ出しサポート

事業 

［清掃事務所］ 

●障害者や高齢者等で、ごみを集積所まで持ち出すことが困難

で、身近な人の協力を得ることができない世帯を対象に戸別

収集を実施します。 

利用件数 869件 継続 

 

 

② 日中活動系サービス 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

70 
生活介護 

［障害者支援課］ 

●常時介護が必要な方に、入浴、排せつ、食事の介護や創作

活動の機会を提供します。 

サービス量（人日/月） 14,319人日 継続 

71 
療養介護 

［障害者支援課］ 

●医療及び常時介護が必要な方で、病院等への入院による医

学的管理の下、機能訓練や療養上の管理、看護、介護を提

供します。 

利用者数（月） 58人 継続 

72 
自立訓練 

［障害者支援課］ 

●訪問または通所により生活訓練や機能訓練の機会を提供し

ます。 

サービス量（人日/月） 
生活訓練715人日 

機能訓練６人日 
継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

73 
地域活動支援センター 

［障害者施策課］ 

●創作的活動または生産活動、社会との交流促進等の機会を

提供します。 

実施箇所数 ４箇所 継続 

74 

障害者通所支援施設管

理運営事業 

［障害者施策課］ 

●在宅の障害者及び特別支援学校の卒業生のための、社会的

自立の促進を目的とした施設（区立）の管理運営を行いま

す。 

施設数 ５箇所 継続 

75 

障害者日中活動系サー

ビス推進事業 

［障害者施策課］ 

●良質な施設サービスの提供を確保するため、障害者総合支

援法に定められた生活介護、自立訓練や就労移行・就労継

続支援の障害福祉サービスを提供する社会福祉法人等に事

業の運営費の一部を補助。 

助成対象施設数 31施設 継続 

76 

障害福祉サービス事業

運営費助成 

［障害者施策課］ 

●良質な施設サービスの提供と施設の安定的な運営を確保す

るため、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

を区内で運営する社会福祉法人等に対し、区で独自に運営

費の一部を助成します。 

助成対象箇所数 37箇所 継続 

77 

生活指導教室（デイケ

ア） 

［保健予防課］ 

●精神障害者がレクリエーション、スポーツ等を通して集団

生活のルールを学び、生活リズムの確立を図り、社会参加

の動機づけを行います。 

生活指導教室実施回数 
精神障害者199回 

酒害96回 
継続 

78 

精神障害者地域生活支

援センター事業 

［障害者施策課］ 

●専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び

地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボラ

ンティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓

発等を実施します。 

延べ利用者数 25,542人 継続 
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③ 居住系サービス 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

79 

共同生活援助（グ

ループホーム） 

［障害者支援課］ 

●就労や作業所等を利用、または常時の支援が必要な身体・知

的・精神障害者で、地域で共同生活を営む方に、夜間や休日

に相談や日常生活の援助を行います。 

利用者数（月） 485人 継続 

80 
施設入所支援 

［障害者支援課］ 

●施設入所者を対象とした入浴、排せつ、食事等の介護、生活

に関する相談、助言等日常生活上の支援を行います。 

利用者数（月） 276人 継続 

81 

精神障害者グルー

プホーム等への助

成 

［障害者支援課］ 

●精神障害者グループホームへ運営費を助成します。 

助成施設数 ６施設 継続 

82 

障害者グループホ

ーム家賃助成 

［障害者支援課］ 

●知的障害または、身体障害のある方が、グループホームを利

用する際に家賃助成を行います。 

助成件数 延べ1,331件 継続 

83 

障害者グループホ

ーム等整備事業 

［障害者施策課］ 

●障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ

るように、共同生活を営む住居で日常生活支援を行う障害者

グループホームの整備を推進します。 

整備の推進 － 充実 

84 
リバーハウス東砂 

［障害者施策課］ 

●社会的自立意欲のある障害者に対して、生活の場を提供しま

す。 

①共同生活援助利用者数 

②短期入所契約者数、利用

延べ人数 

①7人 

②368人、466人 
継続 

85 

心身障害者生活寮

運営費助成 

［障害者施策課］ 

●心身障害者の生活寮（グループホーム）運営費の助成を行い

ます。 

助成施設数 ２施設 継続 

86 
自立生活援助 

［障害者支援課］ 

●施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者等に、居宅

において自立した日常生活が営めるよう、定期的な訪問、相

談対応により必要な援助を行います。 

利用者数（月） 11人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

87 

お部屋探しサポー

ト 

［住宅課］ 

●立ち退きや家賃過重等の理由から引越しをしなければならな

い障害者等の方のためにお部屋探しのサポートをします。不

動産団体の会員が賃貸物件の空き室情報を案内します。 

①申請件数 

②成約件数 

①87件 

②15件 
継続 

88 
居住サポート支援 

［障害者施策課］ 

●単身生活を希望する障害者に対して、安心して自立した生活

ができるように入居支援員を配置し、民間賃貸住宅等への入

居支援及び定着支援を実施します。 

入居支援員設置箇所数 ２箇所 充実 

89 

身体障害者住宅設

備改善給付 

［障害者支援課］ 

●日常生活の利便を図るため、その障害者が居住する住宅の設

備改善に要する費用を給付します。  

給付件数 32件 継続 

90 
居住支援協議会 

［住宅課］ 

●住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図

るため、関係団体と協議を行います。住宅情報の提供等の支

援を実施します。 

協議会の開催 １回 継続 

 

 

④ 移動に関わる支援 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

91 
移動支援 

［障害者支援課］ 

●単独で屋外の移動が困難な障害のある方に、社会参加などに

要する外出のための支援を行います。 

利用者数（月） 787人 継続 

58 
同行援護（再掲） 

［障害者支援課］ 

●視覚障害により移動に著しい困難を有する方の外出時に同行

し、代筆・代読など外出先で必要な視覚的情報の支援等を実施

します。 

サービス量（時間/月） 2,956時間 継続 

92 

身体障害者補助犬

の給付（都制度） 

［障害者支援課］ 

●視覚障害者、肢体不自由者及び聴覚障害者の自立と社会参加

を促進するため、補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を給付

します。 

給付者数 １人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

93 
自動車改造費助成 

［障害者支援課］ 

●重度肢体不自由者が就労等に伴い自動車を購入する場合に、

自動車の改造費として133,900円を限度に助成します。 

助成者数 ３人 継続 

94 

自動車運転教習費

助成 

［障害者支援課］ 

●障害者が自動車運転免許を取得する場合に、教習費の一部を

助成します。 

助成者数 ７人 継続 

95 

リフト付福祉タク

シー運行 

［障害者支援課］ 

●一般の交通手段を利用することが困難な重度障害者等のた

め、車いすやストレッチャーに乗りながら乗降できるリフト

付タクシーを運行します。 

利用延人数 6,800人 継続 

96 

福祉タクシー利用

支援 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳１級または視覚障害を含む１・２級、下肢・

体幹機能障害を含む１～３級、愛の手帳１・２度の方に、タ

クシー利用券を配付します。 

利用者数 6,245人 継続 

97 
自動車燃料費助成 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳１級または視覚障害を含む１・２級、下肢・

体幹機能障害を含む１～３級、愛の手帳１・２度の方の日常

生活に供される自動車に必要な燃料費の一部を助成します。 

助成者数 480人 継続 

98 

都営交通無料乗車

券 の 発 行 （ 都 制

度） 

［障害者支援課・ 

保健予防課］ 

●身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持

ちの方に、都バス、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナ

ーの無料乗車券を発行します。 

発行者数 2,892人 継続 

99 

有料道路障害者割

引制度（国制度） 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳を持つ方が自ら運転する場合、または重度の

身体障害者・知的障害者を乗せて介護者が運転する場合に、

有料道路を通行する際に利用する料金の割引を受け、移動の

利便性を図ります。 

割引件数 1,184件 継続 

100 

ハンディキャブの

貸出し 

［社会福祉協議会］ 

●区内に在住し、日常的に車いすを使用している方（高齢者、

障害者等）へ、車いすのまま乗車できるリフト付きワゴン車

（ハンディキャブ）を貸出します。 

貸出件数 103件 継続 
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⑤ 福祉用具 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

101 
補装具費の支給 

［障害者支援課］ 

●身体障害者に補装具費を支給します。 

支給件数 865件 継続 

102 

心身障害者日常生

活用具給付等 

［障害者支援課］ 

●身体障害者・知的障害者・難病患者に日常生活用具を給付ま

たは貸与します。 

支給件数 9,571件 継続 

103 
紙おむつの支給 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度で寝たきりまた

は失禁状態の方に紙おむつを支給します。 

助成者数 
現物500人 

現金34人 
継続 
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（２）経済的な支援の充実 

障害者の自立を経済的に支えるため、各種手当や年金の給付、利用者負担の軽減により、

経済的負担を軽減します。 

 

① 手当の給付 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

104 

心 身 障 害 者 （ 難

病）福祉手当（区

制度） 

［障害者支援課］ 

●重度（身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～３度、脳性麻

痺・進行性筋萎縮症の方）は月額15,500円、中程度（身体障

害者手帳３級・愛の手帳４度の方）は月額7,750円、難病

（医療費助成対象者）の方は月額15,500円を支給します。施

設に入所の方や所得制限を超える方等は受給できません。 

受給者数 

重度4,081人 

中軽度1,899人 

難病1,870人 

継続 

105 

特 別 障 害 者 手 当

（20歳以上の方）

（国制度） 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳１・２級程度の方、愛の手帳１・２度程度の

方、これと同程度の疾病、精神障害の方（診断書により判

定）に支給します。月額27,980円（令和５年度）。施設に入

所の方や所得制限を超える方等は受給できません。 

受給者数 509人 継続 

106 

障 害 児 福 祉 手 当

（20歳未満の方）

（国制度） 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳１・２級程度の方、愛の手帳１・２度程度の

方、これと同程度の精神障害、疾病の方（診断書等により判

定）に支給します。月額15,220円（令和５年度）。施設に入

所の方や所得制限を超える方は受給できません。 

受給者数 183人 継続 

107 

重度心身障害者手

当（都制度） 

［障害者支援課］ 

●愛の手帳１・２度程度で著しい精神症状または障害者手帳2

級程度以上の方、重度の肢体不自由であって、かつ座ってい

ることが困難な方に支給します。月額60,000円。施設入所、

病院に３か月以上入院の方、所得制限を超える方は受給でき

ません。 

受給者数 331人 継続 

 

 

 

 

 

 

 

68



29 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

108 

特別児童扶養手当

（20歳未満の児童

を 養 育 し て い る

方）（国制度） 

［こども家庭支援課］ 

●おおむね身体障害者手帳１～３級程度、おおむね愛の手帳１

～３度程度、長期間安静を要する症状または精神の障害によ

り日常生活に著しい制限を受ける児童を養育している方に支

給します。月額：重度53,700円、中度35,760円。児童が施設

に入所している方、児童が障害の年金を受けている方や所得

制限を超える方は受給できません。 

受給世帯数 375世帯 継続 

109 

児童扶養手当（養

育者へ支給）（国

制度） 

［こども家庭支援課］ 

●18歳に達した年度の末日までの児童（20歳未満で中度以上の

障害を有する児童を含む）を養育しているひとり親（父、母

または養育者）に支給します。父または母に重度の障害があ

る場合は、ひとり親に準じて対象になります。第一子で月額

44,140円～10,410円、第二子で10,420円～5,210円、第三子

で6,250円～3,130円の加算。手当額は所得に応じて変動しま

す。所得制限があります。 

受給世帯数 2,236世帯 継続 

110 

障 害 手 当 （ 区 制

度） 

［こども家庭支援課］ 

●身体障害者手帳１・２級程度、愛の手帳１～３度程度、脳性

麻痺または進行性筋萎縮症の児童を養育している方、１人に

つき月額15,500円を支給します。児童が施設に入所している

方、一定以上の所得がある方は受けられません。 

支給対象児童数 292人 継続 

111 

育 成 手 当 （ 区 制

度） 

［こども家庭支援課］ 

●18歳に達した年度末日までの児童を養育するひとり親（母、

父または養育者）に支給します。父または母に重度の障害が

ある場合は、ひとり親に準拠して対象となります。児童１人

につき月額13,500円です。所得制限があります。 

支給対象児童数 4,473人 継続 

 

 

② 年金等の給付 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

112 
障害基礎年金 

［区民課］ 

●原則として、国民年金の被保険者期間中や、20歳前の病気や

けがで、国民年金法で定められた１級・２級の障害状態にな

ったときに支給します（納付要件あり）。 

受給者数 5,048人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

113 
特別障害給付金 

［区民課］ 

●国民年金任意加入対象者であった学生及び被用者等の配偶者

が、国民年金に加入していなかった期間に障害の原因になっ

た傷病の初診日があるため、障害年金を受けられない無年金

者に支給します。 

受給者数 26人 継続 

114 

障害年金生活者支

援給付金 

［区民課］ 

●障害基礎年金を受給している方で、所得が一定以下の方に支

給します。 

受給者数 
5,852人 

（R3参考値） 
継続 

115 

東京都心身障害者

扶 養 共 済 （ 都 制

度） 

［障害者支援課］ 

●心身障害者を扶養している保護者が掛金を納めて、保護者に

万一のことがあったときに、心身障害者へ終身一定額の年金

を給付する任意加入の制度です。 

加入者数 49人 継続 

 

 

③ 利用者負担の軽減 

No. 事業名 
●事業内容 

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

116 

施設入所者の補足

給付 

［障害者支援課］ 

●①20歳以上の方は、施設での１か月あたりの食費・光熱水費

の基準額を設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と、食

費・光熱水費の定費負担をしても、少なくとも手元に25,000

円が残るように補足給付を行います。 

 ②20歳未満の方は、地域でこどもを養育する世帯と同様の負

担となるように補足給付を行います。さらに、18歳未満の場

合は、教育費相当分を加算します。 

117 

グループホーム入

所者の補足給付 

［障害者支援課］ 

●グループホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担を軽

減するため、補足給付１万円（家賃の額が１万円を下回る場

合は、当該家賃の額）を支給します。 

118 

通所施設の食費負

担軽減 

［障害者施策課］ 

●区立通所施設の利用者に対して、一食あたりの実費を軽減し

ます。 
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No. 事業名 
●事業内容 

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

119 

高額障害福祉サー

ビス費給付事業 

［障害者支援課］ 

●①同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場

合、または、障害福祉サービスを利用している人が、補装具

や介護保険サービス、障害児通所支援サービスを利用してい

る場合は、利用者負担を軽減するため、基準額を超えて支払

った負担額を給付費として支給します。 

②低所得、生活保護の65歳以上で、65歳になるまでに5年以

上介護保険サービスに相当する障害福祉サービスの支給決定

を受けていた人が、障害福祉サービスに相当する介護保険サ

ービスの利用した場合、利用者負担を軽減するため、負担額

を給付費として支給します。 

給付者数 
①延べ158人 

②延べ884人 
継続 

120 
医療型個別減免 

［障害者支援課］ 

●医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負

担、医療費、食事療養費を合算して利用者負担等の上限額が

設定され、それ以上を減免します。 

121 
生活保護移行防止 

［障害者支援課］ 

●さまざまな負担軽減をしても、定率負担や実費負担をするこ

とにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象

とならない額まで負担上限月額や食費等実費負担額を引き下

げます。 

122 

就学前の障害児通

所支援の多子軽減

措置 

［障害者支援課］ 

●同一世帯において、２人以上の乳幼児が幼稚園、保育園等や

障害児通所支援を利用する場合には、２人目以降の乳幼児の

障害児通所支援の利用者負担額を軽減します。 

123 

０～２歳の第２子

以降の発達支援の

無償化（都制度） 

［障害者支援課］ 

●０～２歳の第２子以降の児童発達支援等の利用者負担額を無

償化します。ただし、食事代や医療費等は対象外です。 

124 

就学前障害児の発

達支援の無償化 

［障害者支援課］ 

●満３歳になって初めての４月１日から小学校就学までの、児

童発達支援等の利用者負担額を無償化します。ただし、食事

代や医療費等は対象外です。 
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（３）家族・介護者支援の充実 

障害者を介護する家族等を支援するため、法定の障害福祉サービスを適正に提供するとと

もに、レスパイトにもかかる区内施設等を活用した緊急一時保護などの事業を実施していき

ます。 

 

No. 事業名 

●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 
今後の方向

性 

125 

短期入所（ショートス

テイ） 

［障害者支援課］ 

●障害者を自宅で介護する方が病気の場合などに、短期

間、夜間も含め、施設において入浴、排せつ、食事の介

護等を行います。 

サービス量（人日/月） 
福祉型2,844人日 

医療型77人日 
継続 

126 

緊急一時保護（施設利

用） 

［障害者施策課］ 

●障害者を介護している家族等が、病気、事故、出産、冠

婚葬祭等で介護できないときに、リバーハウス東砂で障

害者を一時保護します。 

利用者数・日数 
延べ22人 

延べ80日 
継続 

127 

緊急一時保護（区制

度） 

［障害者支援課］ 

●障害者を介護している家族等が、病気、事故、出産、冠

婚葬祭等で介護できないときに、障害者を一時保護しま

す。 

①団体委託日数 

②ヘルパー派遣日数 

①延べ192日 

②０日 
継続 

128 

在宅難病患者一時入院

事業（都制度） 

［保健予防課］ 

●在宅の難病患者を介護する方が、病気、事故等により、

一時的に介護困難になった場合、難病患者が一時入院す

るため、都内の病院に病床を確保します。保健相談所が

対応します。 

利用者数 実人数３人 継続 

129 

知的障害者ショートス

テイ推進事業 

［障害者支援課］ 

●家庭での介護が困難になった知的障害者を一定期間保護

するため、入所施設の短期入所枠を確保します。 

延べ利用日数 ０日 継続 

130 
ミドルステイ 

［障害者支援課］ 

●家庭での介護が困難となった心身障害者を施設に一定期

間保護します。 

延べ利用日数 147日 継続 
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No. 事業名 

●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 
今後の方向

性 

131 

重症心身障害児(者)レ

スパイト支援事業 

［障害者支援課］ 

●家族等の介護負担を軽減するため、日常的に医療ケアが

必要な重症心身障害児（者）の自宅等に看護師を派遣

し、一定時間の医療的ケア及び療養上の介助を行いま

す。 

登録者数 70人 継続 

132 

障害児（者）の親のた

めの講座 

［障害者施策課］ 

●障害児・者の発達、成長、自立等、障害児、障害者の親

が関心を持っていることや不安に思っていることをテー

マとして、外部講師を招き課題別講座を実施します。 

①講座開催数 

②延べ参加者数 

①５回 

②285名 
継続 
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（４）福祉サービスの質の向上 

施設運営者に対し、第三者評価機関等による客観的なサービス評価（第三者評価）の適切

な受審を促していくほか、各種協議会などにおける課題の検討を踏まえ、障害者へ提供する

サービスの質の向上を目指します。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

133 
第三者評価事業の実施 

［障害者施策課］ 

●サービスの質の向上を図るため、第三者評価事業を実施

します。 

評価箇所数 17箇所 継続 

134 
指導検査の実施 

［障害者施策課］ 

●利用者保護及び利用者の視点に立った障害福祉サービス

等の提供並びに質の向上、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等のための体制整備を図ることを目的として調査・

指導検査を実施し、適正な事業運営と自立支援給付の適

正化を図ります。 

実施箇所数 32箇所 継続 

135 
難病対策地域協議会 

［保健予防課］ 

●専門医、医師会、訪問看護ステーション等の関係機関及

び関係者との連携を図るための協議の場を設置し、難病

患者の療育環境の向上を図ります。 

協議会の開催 １回 継続 

136 

障害者計画等推進協議

会 

［障害者施策課］ 

●障害者計画等の進行管理等を行うための協議会を設置

し、必要なサービスを効果的・効率的に提供するための

施策の推進や障害福祉サービスの向上を目指します。 

協議会の開催 ３回 継続 

29 

地域自立支援協議会

（再掲） 

［障害者施策課］ 

●相談支援体制をはじめとする福祉サービスの連携や支援

体制に関して協議する協議会を設置し、障害児・者が地

域で自立した生活を営むことができる社会の実現を目指

します。 

協議会の開催 ２回 充実 

137 

精神障害者支援のため

の協議の場の設置 

［保健予防課］ 

●保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、精神

障害者への支援の充実を図ります。 

協議の場の設置 実施 継続 

138 

福祉のしごと相談・面

接会 

［長寿応援課］ 

●福祉の仕事の内容、魅力等を伝え、無資格・未経験者で

も参加できる相談・説明会を開催します。 

開催回数 ２回 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

139 

特定相談・障害児相談

支援事業者連絡会 

［障害者施策課］ 

●区内の特定相談・障害児相談支援事業者の相互のネット

ワーク構築や情報交換、区と事業所の意見交換の場とし

て開催します。 

会議の開催 実施 継続 

140 

ケア倶楽部を活用した

情報発信 

［地域ケア推進課］ 

●介護事業者専用の登録制サイトを活用し、事業者に必要

な情報を発信します。事業者の負担となる情報連携に係る

業務を支援します。 
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２ 保健・医療の充実 

＜施策の方向性＞ 

障害のあるなしに関わらず、日々の生活の質を高めていくには、健康に対する意識の向上

や生活習慣病の予防・改善の取組み、気軽に相談、受診ができるよう保健・医療体制の充実

を図ることが必要です。 

令和４年度の江東区障害者実態調査では、区の保健・医療に関する施策に対して感じてい

る課題や改善策について、医療と福祉の連携強化を求める意見等がありました。 

引き続き、医療福祉の多職種連携を進めつつ、地域の医療機関と連携しながら、障害の一

つの要因となる疾病の予防や早期発見に関する保健サービス、障害者の健康維持のための医

療サービス等の充実を図ります。 
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（１）保健サービスの充実 

障害のある人もない人も、区民のライフステージに応じた健康の維持・増進を図るため、

障害の原因となる疾病等の予防や障害の早期発見・早期対応など、保健サービスの充実を進

めます。 

 

① 障害者の健康に関する相談及び機能訓練の充実 

障害者のための健康相談や機能回復訓練を充実していくことで、生活の質の向上を図りま

す。 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

141 

心身障害者施設等

健康診査 

［障害者施策課］ 

●区内の施設を利用する心身障害者等を対象に、医師による診

察と血液検査、尿検査、胸部レントゲン検査、心電図検査を

実施します。 

①実施回数 

②延べ利用者数 

①14回 

②734人 
継続 

142 
機能回復訓練事業 

［障害者施策課］ 

●地域活動支援センター事業及び障害福祉サービス事業におい

て、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による機能訓練を

障害者福祉センターにて実施します。 

①実施回数 

②延べ利用者数 

①420回 

②2,030人 
継続 

143 

高次脳機能障害者

への支援 

［障害者支援課・ 

障害者施策課］ 

●障害者福祉センターにおいて、高次脳機能障害者及びその家

族等からの相談に応じ、関係機関との連携を図り、適切な支

援を提供し、支援を促進します。 

相談件数 399件 継続 

26 

難病療養相談（再

掲） 

［保健予防課］ 

●難病で治療中または難病の疑いをもって心配している方及び

その家族を対象に、患者・家族の療養環境の整備改善のため

に、専門医、医師会医師、理学療法士、保健師等が医療相談

を行います。 

①医療相談回数 

②延べ利用者数 

①42回 

②38人 
継続 

144 
難病医療相談室 

［保健予防課］ 

●難病等特定疾患で治療中の方、病気の心配をされている方と

その家族を対象に、毎月１回、専門医を中心とした医療相談

を行います（江東区医師会に委託）。 

 

医療相談回数 月１回 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

25 

精神保健相談（再

掲） 

［保健予防課］ 

●保健相談所で一般精神、思春期、酒害、高齢期に分けて実施

します。 

相談回数 

一般精神83回 

思春期60回 

酒害96回 

高齢精神26回 

継続 

 

 

② 中高年者に対する予防健診などの充実 

障害の原因となる生活習慣病の予防などのため、中高年者に対する相談や健診など予防活

動の充実を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

145 
健康診査 

［健康推進課］ 

●がんや心臓病、脳血管疾患と関わりの深い生活習慣病の早期

発見、早期治療を目的として、40歳以上の国民健康保険・後

期高齢者医療制度の加入者及び生活保護受給者を対象に実施

します。 

健康診査実施者数 51,460人 継続 

146 
がん検診 

［健康推進課］ 

●胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺が

んの早期発見、早期治療を目的として、各検診対象年齢の区

民に実施します。 

がん検診実施者数 90,327人 継続 

147 

生活習慣病予防健

診 

［保健予防課］ 

●保健相談所で30歳から39歳の区民を対象に、尿検査、血圧測

定、血液検査などを行い、保健指導、栄養指導及び医師の指

導を実施します。 

受診者数 365人 継続 
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（２）医療サービスの充実 

障害者総合支援法に基づく自立支援医療や療養介護医療費の支給、その他の各種医療費助

成を通じて、障害者の医療費の負担軽減を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

148 

自立支援医療 

（更生医療） 

（育成医療） 

（精神通院医療） 

［障害者支援課・ 

保健予防課］ 

●身体障害者、障害児、精神障害者の方に対し、治療に要する

医療費を給付します。 

①更生医療 

②育成医療 

③精神通院医療 

①延べ5,247件 

②４件 

③9,630人 

継続 

149 

療養介護医療費の

支給（進行性筋萎

縮症療養等給付） 

［障害者支援課］ 

●療養介護のうち医療に係る費用を給付します。また進行性筋

萎縮症の方に対し、療養とあわせて必要な訓練を行います。 

支給対象者数 延べ689人 継続 

150 

心身障害者（児）

医療費助成（都制

度） 

［障害者支援課］ 

●身体障害者手帳１・２級（内部障害含むは３級まで）、愛の

手帳１・２度、精神障害者保健福祉手帳１級の方が健康保険

証を使って診療・投薬を受けたときの医療費の自己負担分の

全部または一部を助成します。 

助成対象者数 4,065人 継続 

151 

小児慢性疾患の医

療 費 助 成 （ 都 制

度） 

［保健予防課］ 

●18歳未満の方が、がんやぜんそくなど慢性疾患で医療を受け

たときに、各種保険の自己負担分の一部を助成します。 

助成対象者数 320人 継続 

152 

特殊疾病（難病）

の医療費助成（都

制度） 

［保健予防課］ 

●ベーチェット病などの難病の治療を受けている方に、医療費

を助成します。 

助成対象者数 5,744人 継続 

153 

在宅難病患者医療

機 器 貸 与 （ 都 制

度） 

［保健予防課］ 

●在宅難病患者が必要とする医療機器の貸与を行います。 

医療機器貸与者数 ７人 継続 

154 

医療機器貸与者に

対する訪問看護事

業（都制度） 

［保健予防課］ 

●難病患者の在宅療養に必要な医療機器の貸与に伴う訪問看護

師の派遣を行います。 

訪問看護師派遣人数 ６人 継続 
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基本目標３ 就労と社会参加の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な成果指標＞ 

成果指標名 現状値（Ｒ４） 目標値（Ｒ10） 

休日以外に、会社等で正社員、またはアルバイト・契

約社員、自宅で働いている人の割合 
34.1％ 40％ 

※江東区地域生活に関する調査（江東区障害者実態調査）より設定している。調査は３年ごとに実施し、現状値

は令和４年度に実施した調査結果、目標値は次期計画策定時に実施予定である江東区地域生活に関する調査の結

果を指している。 

  

障害者が地域において自立して生活していくため、障害者への理

解のもと、本人の希望する場所で働き続けることができるよう、就

労環境の改善を図ります。 

また、スポーツ・文化芸術・余暇活動に取り組むことで、生活が

より充実したものになるよう、地域における多様な活動を推進して

いきます。 
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１ 雇用・就労の促進 

＜施策の方向性＞ 

江東区障害者就労・生活支援センターに登録し、就労を希望する障害者が大きく増加して

おり、今後も法定雇用率が段階的に引き上げられていくなか、企業ニーズだけではなく、障

害者それぞれが希望を叶え、個々の力を発揮して活躍できる働きやすい社会の実現が求めら

れています。 

区では、法定の障害福祉サービスの活用や関係機関の取組みの積極的な周知、障害者就

労・生活支援センターによる継続的な支援などにより、障害者の一般就労への移行促進、就

労機会の拡充、就労定着を図っていきます。また、障害者の就労には職場の理解が欠かせな

いことから、障害理解や合理的配慮に関する企業への周知・啓発に取り組む関係機関と連携

のうえ、障害者の雇用・就労の促進に努めます。 
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（１）就労支援の充実 

就労意欲のある障害者を支援するため、就労移行支援や就労継続支援、就労定着支援等の

障害福祉サービスの適正な利用を促進するとともに、区独自の取組みの充実を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

155 
就労移行支援 

［障害者支援課］ 

●一般就労に向けて必要な知識及び能力向上のために必要な訓

練を行います。 

サービス量（人日/月） 2,198人日 継続 

156 
就労継続支援 

［障害者支援課］ 

●一般の事業所で就労することが困難な障害者に対して、生産

活動その他の活動機会の提供を通じて、就労に必要な知識及

び能力向上のために必要な訓練を行います。 

サービス量（人日/月） 
A型1,371人日 

B型12,480人日 
継続 

157 
就労定着支援 

［障害者支援課］ 

●就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族と

の連絡調整等の支援を行います。 

利用者数（月） 95人 継続 

158 
勤労障害者表彰 

［障害者支援課］ 

●就業成績が良好な勤労障害者を表彰し、勤労意欲の高揚と障

害者の就労促進を図ります。 

表彰者数 ５人 継続 

159 

障害者就労支援庁

内実習事業 

［障害者支援課］ 

●就労を希望する障害者に対し、区役所及び区の施設において

就業体験の機会を提供します。 

実施日数 － 継続 

160 

障害者常設販売コ

ーナー庁内出店事

業「るーくる」 

［障害者支援課］ 

●区役所２階区民ホール及び総合区民センター２階において、

区内障害者通所施設の自主生産品等の販売によるＰＲを行う

とともに、販路拡大により工賃向上を図ります。 

●障害者が接客および販売業務を経験することで、企業への就

労に結びつくように支援します。 

出店事業の実施 実施 充実 

161 

重度障害者等就労

支援事業 

［障害者支援課］ 

●重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策

の連携により、通勤支援や職場等における支援を実施しま

す。 

利用者数 ２人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

162 

障害者施設自主生

産品開発支援事業 

［障害者支援課］ 

●障害者施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型）における自主生

産品の新規開発、付加価値向上、生産力向上に寄与する設備

投資や販売促進にかかる経費に対し補助を実施します。 

補助件数 ２件 継続 
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（２）就労等の活躍の場の拡大 

江東区障害者就労・生活支援センターの継続した支援や障害者雇用に関する関係機関の取

組み周知などにより、障害者が活躍できる就労の場の拡大を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

６ 

障害者雇用に関す

る関係機関の取組

周知（再掲） 

［障害者支援課］ 

●東京しごと財団が実施する、障害者雇用への理解や雇用拡大

にかかる事業について、企業に周知します。 

163 

江 東 区 障 害 者 就

労・生活支援セン

ター 

［障害者支援課］ 

●障害者が一般就労するための支援や働き続けるための支援を

行います。 

就職者数 69人 継続 

164 

区職員としての採

用 

［職員課］ 

●特別区人事委員会で、障害者を対象とした職員採用試験を行

い、選考合格後、区で面接し採用を決定します。 

 また、江東区オフィスサポートセンター会計年度任用職員と

して障害者を採用し、障害者が働きやすい職場環境づくりに

向け、合わせて職員をサポートする支援員を配置します。 

職員採用試験の実施 実施 充実 

165 

重度障害者大学等

修学支援事業 

［障害者支援課］ 

●重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築

するまでの間において、重度障害者に対し修学に必要な身体

介護等を提供します。 

利用者数 ２人 継続 

161 

重度障害者等就労

支援事業（再掲） 

［障害者支援課］ 

●重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策

の連携により、通勤支援や職場等における支援を実施しま

す。 

利用者数 ２人 継続 
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２ 地域における社会参加の充実 

＜施策の方向性＞ 

障害のあるなしに関わらず、地域の様々な活動に参加することで生活が充実し、その人に

とっての地域における居場所の創出にもつながります。また、レクリエーション等を通じた

交流は、障害理解の促進につながるものでもあります。 

令和４年度の江東区障害者実態調査では、余暇の過ごし方について、「家でくつろぐ」、

また、取り組んでみたいと思ったスポーツについて、「ない」という回答が多い結果となり

ました。 

障害者の地域における社会参加を充実させていくために、障害特性や心身の状態、希望に

応じた多様な余暇活動等の場や機会の創出や、周知の取組みを進めます。 
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（１）文化芸術・余暇活動の充実 

障害のある人でも参加・利用できる制度の充実を図り、気軽に文化芸術・余暇活動に親し

める環境づくりに努めます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

166 

知的障害者学習支

援事業「エンジョ

イ・クラブ」 

［障害者施策課］ 

●学校教育を終了した軽度の知的障害のある就労者を対象とし

て、余暇活動に必要な一般教養、スポーツ、レクリエーショ

ン等を実施し、学習活動を支援します。 

①クラブ数 

②活動回数 

③受講生数 

①４クラブ 

②各クラブ12～13

回 

③89名 

継続 

７ 

障害者福祉大会の

開催（再掲） 

［障害者施策課］ 

●芸能等の催しを通じて、障害者とその家族、地域住民にレク

リエーションや交流の場を提供します。 

大会の開催 １回 継続 

167 

通所施設でのイベ

ントの開催 

［障害者施策課］ 

●通所施設において、区民へのＰＲや地域との交流の場とし

て、まつりなどのイベントを開催します。 

イベントの開催 － 継続 

168 

施設での「おはな

し会」の開催 

［江東図書館］ 

●図書館と障害児等の施設が連携し、施設への出張おはなし会

の開催等によるこどもたちへの読書支援を行うほか、城東図

書館では大塚ろう学校城東分教室の聴覚障害児を対象とした

「絵本の読み聞かせ」を行っています。 

①朗読会 

②絵本の読み聞かせ 

①０回 

②８回214名 
継続 

169 

図書館資料の団体

貸出 

［江東図書館］ 

●団体貸出登録をした障害者施設等に、図書の貸出を行いま

す。また、特別支援学級向けにテーマ別の団体貸出セットの

貸出を行います。必要に応じて、配本車による配送も行って

います。 

貸出団体数等 18団体、4,061冊 継続 

170 

図書館資料の宅配

サービス 

［江東図書館］ 

●身体障害などの理由により、一人で図書館に来館することが

困難な方を対象に、宅配による図書館資料の貸出・返却サー

ビスを無料で行います。 

宅配サービス利用者数 46人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

91 
移動支援（再掲） 

［障害者支援課］ 

●単独で屋外の移動が困難な障害のある方に、社会参加などに

要する外出のための支援を行います。 

利用者数（月） 787人 継続 
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（２）スポーツ活動の充実 

障害のある人でも参加・利用できるメニューの拡充を図り、障害がある人も気軽にスポー

ツに参加できる環境づくりに努めます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

166 

知的障害者学習支

援事業「エンジョ

イ・クラブ」（再

掲） 

［障害者施策課］ 

●学校教育を終了した軽度の知的障害のある就労者を対象とし

て、余暇活動に必要な一般教養、スポーツ、レクリエーショ

ン等を実施し、学習活動を支援します。 

①クラブ数 

②活動回数 

③受講生数 

①４クラブ 

②各クラブ12

～13回 

③89名 

継続 

171 
障害者水泳教室 

［スポーツ振興課］ 

●おおむね３歳以上の愛の手帳または身体障害者手帳をお持ち

の方を対象に、水慣れや水泳の初歩を指導します。 

①開催数 

②延べ参加者数 

①７回 

②126人 
継続 

172 

みんなでスポーツ

フェスタ 

［スポーツ振興課］ 

●障害者のスポーツ活動への参加を促進し、障害者スポーツへ

の理解を深めることを目的として、年１回開催します。 

延べ参加者数 1,950人 継続 

173 

初級パラスポーツ

指導員の養成 

［スポーツ振興課］ 

●スポーツを通じて健康の維持・増進や社会参加を推進するた

め、専門的な知識や技能を身につけた指導者の養成と資質、

指導力の向上を図ります。 

修了者数 18人 継続 

174 

スポーツ体験会の

開催 

［スポーツ振興課］ 

●障害のある方がスポーツに気軽に取り組めるように、各種ス

ポーツ講座や体験イベントの充実を図ります。 

講座・イベントの開催 実施 継続 

175 
パラスポーツHOUR 

［スポーツ振興課］ 

●健常者に気兼ねなく、障害のある方がのびのびと自由に陸上

競技に取り組める時間帯を提供します。 

実施回数 

延べ参加者数 

11回 

188人 
継続 

176 

福祉作業所指導員

派遣事業 

［スポーツ振興課］ 

●福祉作業所等に初級パラスポーツ指導員の有資格者等を派遣

し、障害の程度に合わせたパラスポーツ（ボッチャ、パラバ

ルーン等）を実施します。 

実施回数 ３回 継続 
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基本目標４ 配慮を必要とするこどもと 

その家族への支援の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な成果指標＞ 

成果指標名 現状値（Ｒ４） 目標値（Ｒ10） 

障害児調査における障害者支援施策の満足度 54.7％ 65％ 

※江東区地域生活に関する調査（江東区障害者実態調査）より設定している。調査は３年ごとに実施し、現状値

は令和４年度に実施した調査結果、目標値は次期計画策定時に実施予定である江東区地域生活に関する調査の

結果を指している。 

  

障害のあるこどもが将来の自立に向け、一人ひとりに適した効果

的な支援をライフステージに応じて切れ目なく受けることができる

よう、地域における支援体制を強化していきます。 

また、その家族の子育てに対する不安や負担を軽減する取組みを

充実させていきます。 
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１ ニーズを踏まえた支援の充実 

＜施策の方向性＞ 

令和４年度の江東区障害者実態調査では、人口増加や発達障害に関する認知などにより、

障害児支援サービスの利用者が増加する傾向となっています。障害のあるこどもが、それぞ

れのニーズに応じた適切な支援が受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の

関係機関の連携のもと、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やかな育成を

支援することが求められています。 

区では、保健領域における障害の早期発見・早期支援や児童発達支援センターにおける質

の高い専門的な発達支援、障害児支援サービスの適切な利用などにより、障害児の地域にお

ける支援体制の構築を図っていきます。 

また、増加傾向にある医療的ケア児やその家族に対し、医療的ケア児等支援法の基本理念

を踏まえ、関係機関相互の連携を図りながらネットワーク構築を進めるとともに、家庭環境

に十分対応した支援体制の整備を進めていきます。 
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（１）障害の早期発見・早期支援の充実 

乳幼児健康診査などの健診、こどもの発達相談などの相談活動の充実を図るとともに、特

に近年増加の傾向がみられる発達障害など、配慮を必要とするこどもやその家庭に対し、早

期からの支援を進めていきます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

177 
乳幼児健康診査 

［保健予防課］ 

●乳幼児期の各期における健康診査（乳児健診、経過観察健

診、１歳６か月・３歳児健診、発達相談）を行い、心身障害

児の早期発見、早期療育のための相談指導を保健相談所で実

施します。 

①４か月児（乳児） 

②乳児経過観察 

③１歳６か月 

④３歳 

⑤幼児経過観察 

⑥発達相談 

①3,776人 

②438人 

③3,975人 

④4,264人 

⑤418人 

⑥570人 

継続 

178 

新生児・産婦訪問

指導 

［保健予防課］ 

●保健師・助産師が家庭を訪問し、新生児の養育に関する相

談・指導、健康チェック、産婦の健康や育児の悩み等の相談

を行います。保健相談所で実施します。 

①保健師 

②助産師 

①延べ1,111人 

②延べ2,480人 
継続 

179 

発達相談（運動発

達） 

［保健予防課］ 

●乳児健診で運動発達に問題が認められた乳児に対し、専門医

の診察・相談と理学療法士による指導を行います。保健相談

所で実施します。 

相談回数・人数 72回・延べ612人 継続 

180 

１歳半経過観察心

理相談（ことばの

相談） 

［保健予防課］ 

●１歳６か月を過ぎた幼児のことばの発達に関する相談を行い

ます。保健相談所で実施します。 

相談人数 延べ943人 継続 

181 
３歳児心理相談 

［保健予防課］ 

●３歳児の気になる行動や子育ての問題に関する相談を行いま

す。保健相談所で実施します。 

相談人数 延べ485人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

182 
こころの発達相談 

［保健予防課］ 

●各種健診及び相談から必要と認められる児童について、心理

相談を行います。保健相談所で実施します。 

①個別相談回数・人数 

②集団指導回数・人数 

①57回・延べ

105人 

②144回・延べ

594人 

継続 

183 

子ども家庭支援セ

ンターの専門相談 

［養育支援課］ 

●区内８箇所にある子ども家庭支援センターにおいて、こども

の発育やことばの悩み、親子関係について等、専門家による

相談を定期的に実施します。 

①発達相談回数 

②心理相談回数 

③家庭問題相談回数 

①155回 

②126回 

③212回 

継続 
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（２）障害特性に応じた支援体制の充実 

障害を理由とする様々な課題を解決するため、それぞれのニーズに応じた適切なサービス

の充実を図るとともに、子育て家族の孤立防止や不安・負担軽減を図ります。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

184 
障害児発達支援事業 

［障害者施策課］ 

●就学前のこどもの発達について、江東区こども発達セン

ター「ＣоＣо」で、専門的な相談や療育を行います。 

また、保育所等訪問支援等のアウトリーチ型支援を実施

します。 

①通園事業（１日定員） 

②相談事業延べ利用者数 

①塩浜：44人 

 扇橋：41人 

②5,913人 

充実 

185 
児童発達支援 

［障害者支援課］ 

●児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基

本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行いま

す。 

サービス量（人日/月） 5,089人日 継続 

186 
放課後等デイサービス 

［障害者支援課］ 

●学校在学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期

休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的

に提供するとともに、放課後等の居場所を提供します。 

サービス量（人日/月） 9,630人日 継続 

187 

居宅訪問型児童発達支

援 

［障害者支援課］ 

●重度の障害等の状態にあり、通所による支援を受けるた

めに外出することが著しく困難な障害児に対して、居宅

を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等を行

います。 

サービス量（人日/月） 26人日 継続 

188 
保育所等訪問支援 

［障害者支援課］ 

●障害児が集団生活を営む保育所等の施設を訪問し、集団

生活への適応のための専門的な支援を行います。 

サービス量（人日/月） 44人日 継続 

189 
障害児相談支援 

［障害者支援課］ 

●障害児通所支援を利用する児童に、障害児支援利用計画

を作成し、各機関と連絡調整を行うなどのケアマネジメ

ントによって、生活の支援を行います。 

利用者数（月） 128人 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

190 

医療的ケア児の受入体

制の整備 

［保育課・保育計画課 

・学務課・教育支援課 

・地域教育課］ 

●保育所、幼稚園、小・中学校、きっずクラブにおいて医

療的ケア児の受入体制を整備します。 

医療的ケア児の受入れ － 継続 

191 

医療的ケア児等支援事

業 

［障害者支援課］ 

●医療的ケア児とその家族の不安・負担の軽減を図るた

め、支援のためのガイドブックを配布するほか、医療的

ケア児等コーディネーターの活動を支援します。 

192 

医療的ケア児支援連携

会議 

［障害者支援課］ 

●医療的ケア児支援連携会議を開催し、関係機関との連携

を強化するとともに、支援に向けた情報共有を図りま

す。 

会議の開催 ２回 継続 

131 

重症心身障害児(者)レ

スパイト支援事業（再

掲） 

［障害者支援課］ 

●家族等の介護負担を軽減するため、日常的に医療ケアが

必要な重症心身障害児（者）の自宅等に看護師を派遣

し、一定時間の医療的ケア及び療養上の介助を行いま

す。 

登録者数 70人 継続 
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２ ライフステージに応じた支援の充実 

＜施策の方向性＞ 

共生社会の実現に向けて、障害のあるなしに関わらず、全てのこどもが共に学ぶインクル

ーシブ教育の推進はもちろん、障害のあるこどもの自立と社会参加を見据えて必要な力を培

うために、一人一人のニーズに応じた、きめ細かな対応が重要です。 

就学前のこどもに対しては、運動やことばなどについて一人ひとりのこどもの発達に応じ

た支援を実施するとともに、保育園等に受け入れる際には、適切な保育ができるよう、人材

育成などにより保育内容の充実を図ります。 

また、教育の場においては、丁寧な就学相談を行い、多様で連続性のある学びの場を用意

します。そして、教職員等の専門性の向上、人的支援の充実を図り、すべてのこどもが、安

心して学べる、地域によって偏りのない教育環境の整備を進めます。 

また、こどもたちの多様性を尊重する豊かな心を育むためにも、学級や学校間の垣根を超

えた交流や共同学習の充実を図ります。 

さらに、学校教育だけでなく、放課後や夏休み等の長期休暇中における、障害のあるこど

もの居場所づくりを進めていく必要があります。 
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（１）療育・保育・就学前教育の充実 

障害のあるこどもに対し、その成長過程に応じた良質かつ適切なサービスを提供するため、

療育・保育・教育に関わる施設の受け入れ体制を整備するとともに、施設間の連携強化を図

るなど、地域社会全体での継続的な支援につなげていきます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

184 

障害児発達支援事

業（再掲） 

［障害者施策課］ 

●就学前のこどもの発達について、江東区こども発達センター

「ＣоＣо」で、専門的な相談や療育を行います。 

 また、保育所等訪問支援等のアウトリーチ型支援を実施しま

す。 

①通園事業（１日定員） 

②相談事業延べ利用者数 

①塩浜：44人 

 扇橋：41人 

②5,913人 

充実 

193 

障害児保育の充実 

［保育計画課 

・保育課］ 

●区では、特別支援児・医療的ケア児保育所等入所検討委員会

を設置し、障害児の入園の可否及び処遇を審査し、適切な障

害児保育を実施します。 

●発達障害児の巡回指導のために、私立保育園及び認証保育所

等への臨床心理士等の派遣補助を実施します。 

●重症心身障害児・医療的ケア児等を対象とした居宅訪問型保

育事業を実施します。 

①巡回指導対象児童 

②特別支援保育対象児童 

③クラスサポート保育対象

児童 

 

①66人 

②区立：24

人、公設民

営・私立：165

人、認証：５

人、小規模・

こども園：３

人 

③公設民営・

私立・こども

園：41人、小

規模：０人 

充実 

194 

幼稚園の障害児受

け入れ 

［教育支援課］ 

●幼稚園で、障害児を受け入れて幼稚園教育を実施します。 

就園相談者数 30人 継続 

  

96



57 

 

（２）インクルーシブ教育の推進 

「教育推進プラン・江東」に基づき、すべてのこどもたちが、その持てる力を高め、一人

ひとりの能力・特性等を最大限に伸長できるよう、インクルーシブ教育を推進していきます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

195 

義務教育の就学相

談 

［教育支援課］ 

●教育委員会において、障害の種類・程度によって適切な教育

を保障するための就学相談を実施します。 

就学相談件数 485件 継続 

196 

特別支援学級の設

置 

［教育支援課］ 

●特別支援教育のニーズや地区要素を踏まえ、特別支援学級の

計画的な配置を行っていきます。 

■小学校・義務教育学校

（前期）の固定学級 

①知的障害 

②自閉症・情緒障害 

■小学校・義務教育学校

（前期）の通級指導学級 

③聴覚障害 

④言語障害 

⑤特別支援教室 

■中学校・義務教育学校

（後期）の固定学級 

⑥知的障害 

⑦自閉症・情緒障害 

■中学校・義務教育学校

（後期）の通級指導学級 

⑧特別支援教室 

①13校・39学

級・265人 

②１校・１学

級・７人 

③１校・１学

級・７人 

④１校・３学

級・50人 

⑤46校・487人 

⑥16学級・100

人 

⑦１校・１学

級・８人 

⑧24校・92人 

継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

197 
学習支援事業 

［教育支援課］ 

●特別な教育的配慮を必要とする幼児・児童・生徒に対し、区

独自に学習支援員を配置します。 

学習支援員Ａ：知的障害(知的固定学級)、ＡＳＤまたは選択性

かん黙(情緒固定学級)の実態から、個別的支援が必要な児

童・生徒に対し、学習活動等の支援を行う。 

学習支援員Ｂ・Ｃ・Ｄ：通常学級に在籍する、ＡＳＤ、ＡＤＨ

Ｄ、ＬＤ、選択性かん黙等およびその傾向があり、配慮が必

要とする児童に対し、学習活動等の支援を行う。 

学習支援員Ｅ：肢体不自由、弱視、難聴等の実態から、個別的

支援が必要な児童・生徒に対し、日常生活動作等の介助を行

う。 

学習支援員Ｆ・Ｇ：知的障害、ＡＳＤ、肢体不自由、病弱、選

択性かん黙等の診断又は傾向がある幼児に対し、教育活動等

の支援を行う。 

■学習支援員（Ｂ・Ｃ・Ｄ)

配置校 

①小学校 ②中学校 ③義務

教育学校 

■配置人数 

④特別支援学級 

（学習支援員Ａ） 

⑤肢体不自由 

（学習支援員Ｅ） 

⑥幼稚園（学習支援員

Ｆ・Ｇ） 

①小学校 45校 

②中学校 22校 

③義務教育学

校 １校 

④小学校 67人 

中学校 20人 

⑤小学校 19人 

 中学校 ５人 

⑥52人 

継続 

198 

小中学校就学奨励

事業 

［学務課］ 

●特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を

軽減するため、学用品購入費等を支給します。 

支給者数 

①特別支援学級 

②通級指導学級 

③通常学級対象者 

①小学校51人 

中学校24人 

②小学校43人 

中学校２人 

③１人 

継続 
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（３）放課後の居場所づくりの推進 

放課後における障害児受入れを増やし、障害児の放課後活動の場を確保・拡大していきま

す。また、「放課後等デイサービス」の拡充を図るとともに、提供されるサービスの質の向

上に努めます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

199 

放課後こどもプラ

ン 

［地域教育課］ 

●小学校施設などを活用して、放課後や夏休みなどに、児童が

安心安全に過ごせる居場所を提供します。自主的な学びの

場・遊びの場を提供するＡ登録と、学童クラブと同様に就労

世帯向け等に生活の場を提供するＢ登録の二つを設置してい

ます。 

受入実績数 

Ａ登録： 

35箇所161人 

Ｂ登録： 

44箇所136人 

継続 

186 

放課後等デイサー

ビス（再掲） 

［障害者支援課］ 

●学校在学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇

中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供す

るとともに、放課後等の居場所を提供します。 

サービス量（人日/月） 9,630人日 継続 
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基本目標５ 安心して暮らすことのできる 

環境の整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な成果指標＞ 

成果指標名 現状値（Ｒ４） 目標値（Ｒ10） 

江東区が暮らしやすいまちだと思う人の割合 86.0％ 90％ 

※江東区地域生活に関する調査（江東区障害者実態調査）より設定している。調査は３年ごとに実施し、現状値

は令和４年度に実施した調査結果、目標値は次期計画策定時に実施予定である江東区地域生活に関する調査の

結果を指している。 

 
  

災害などの緊急時における支援体制を整備し、安心して生活を送

ることができる地域づくりを推進します。 

また、障害のあるなしに関わらず、誰もが快適な生活が送り、安

心して外出できるよう、障害の特性に配慮した道路や公共施設等を

整備・改善し、誰にでもやさしいまちづくりを推進します。 
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１ 安全・安心な生活環境の確保 

＜施策の方向性＞ 

本区は、地盤の弱い江東デルタ地帯に位置し、30年以内に70％の確率で発生するといわれ

る首都直下地震では、強い揺れや火災によって甚大な人的・物的被害が発生すると想定され

ています。また、近年、気候変動やヒートアイランド現象等の影響により、都市部では、台

風以外にも時間100mmを超えるような集中豪雨が多発しているほか、海抜ゼロメートル以下

の低地帯や、内部河川が多いという本区の地域特性から、荒川の氾濫や高潮により浸水被害

が一旦起きてしまうと、長期間にわたり浸水し被害が継続する恐れがあります。 

そのため、日頃からの防災対策や災害への備えが非常に重要であることから、防災に関す

る情報発信、配慮を要する方の緊急時の支援体制の整備を進め、災害時に障害者が安全に避

難できるよう、日頃から地域、防災関係・福祉関係の機関との連携を促進し、福祉避難所の

整備や要援護者対策などの防災対策を進めます。 

また、防犯上の配慮を要する方の犯罪被害等を防ぐため、平常時から警視庁等の関係機関

と連携し、安全安心の確保に必要な情報提供等を図ります。 
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（１）防災・防犯対策の推進 

地域の中で、安全かつ安心して日常生活を過ごすことができるよう、平常時より、家具転

倒防止器具の取付けや、防犯・防災に関する情報を配信するなどして、災害や犯罪被害の発

生・拡大の防止を図っていきます。 

また、災害時に避難することが困難な方を掲載した「避難行動要支援者名簿」を作成し、

避難支援を行う体制づくりのほか、障害特性に応じた避難所の運営体制などの課題解決に取

り組んでいきます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

200 

心身障害者家具転

倒防止器具取付 

［障害者支援課］ 

●重度の心身障害者の世帯に対し、家具転倒防止器具を設置し

ます（１世帯３点まで）。 

利用件数 ０件 継続 

201 

救急通報システム

設置 

［障害者支援課］ 

●ひとり暮らし等の障害者世帯（難病世帯も含む）が、緊急事

態に陥ったときに、手元のペンダントを押すだけで警備会社

に通報できる機器を設置します。 

緊急通報機器の設置 
直接通報型14件 

民間代理型２件 
継続 

202 

ファクシミリ緊急

通報 

［障害者施策課］ 

●聴覚または音声機能に障害があるため、119番通報が困難な

人に対して、ＦＡＸによる緊急通報に用いる専用の用紙（緊

急通報カード）を無料で配布します。 

緊急通報カードの配布 実施 継続 

50 

こうとう安全安心

メール（再掲） 

［危機管理課］ 

●携帯電話またはパソコンから事前登録していただき、江東区

内の不審者情報や、ひったくり、空き巣、振り込め詐欺等の

各種防犯対策情報や、地震等の災害、各種気象警報、区から

の防災情報等をメールにて配信します。 

登録者数 32,568件 継続 

203 

障害者（児）施設

安全対策整備費補

助 

［障害者施策課］ 

●区内の障害者（児）施設を対象に、安全対策に資する設備等

を整備する費用の一部を補助します。 

（補助金の交付は１施設につき１度限り） 

補助件数 

（Ｒ４までの累計） 
68件 継続 
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No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

204 

避難行動要支援者

名簿の作成及び個

別 避 難 計 画 の 作

成・更新 

［福祉課・防災課 

・障害者支援課］ 

●拠点避難所や消防署などに配備された避難行動要支援者名簿

を活用して名簿登録者の安否確認や避難支援を行います。 

また、外部提供同意書に同意した避難行動要支援者の具体的

な安否確認や避難支援の方法を検討して避難行動要支援者調

査票（個別避難計画）の作成・更新を行うことで、災害時だ

けでなく、平常時からの防災啓発等を行います。 

①名簿登録者数 

②個別避難計画策定件数 

①46,474人 

②9,680件 
充実 

205 
福祉避難所の整備 

［障害者施策課］ 

●自宅や避難所などでの生活が困難で、介護などのサービスを

必要とする高齢者や障害者等の要配慮者を一時的に受け入

れ、保護するため、事前に区内の福祉施設等を福祉避難所と

して選定し、災害発生時に施設管理者の了解を得て設置しま

す。 

福祉避難所数 ５施設 充実 
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２ やさしいまちづくりの推進 

＜施策の方向性＞ 

障害のあるなしに関わらず、誰もが安全で快適な生活を送るために、都市や生活環境をデ

ザインするユニバーサルデザインの視点を取り入れながら、区民・事業者・区の協働による

まちづくりを進めていくことが重要です。 

 このため、建築物、交通機関、トイレ等のバリアフリー化を進め、施設利用の利便性・安

全性の向上を図るほか、無電柱化の推進や道路の改修による歩行空間の拡充など、生活空間

全体のバリアフリー化を進めることで、引き続き、障害者が地域社会において活動の場を広

げ、より充実した社会参加や交流を行うことができるよう取組みを進めます。 

また、障害者が日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる偏見や慣行などを取り除くこ

とも重要であることから、区民のユニバーサルデザインへの理解を進めるべく、意識啓発に

取り組み、ハード、ソフトの両面の取組みを推進していきます。 
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（１）ユニバーサルデザインとバリアフリーの推進 

ユニバーサルデザインの視点により、安心で安全な移動環境と空間の確保に向け、区と区

民及び事業者が協働で、ソフトとハード両面にわたるやさしいまちづくりを推進します。 

道路の無電柱化や、道路改修時のセミフラット型歩道整備などにより、移動空間のバリア

フリー化を図っていきます。 

 

No. 事業名 
●事業内容  

活動指標名 現状（Ｒ４） 今後の方向性 

13 

ユニバーサルデザ

イン推進事業（再

掲） 

［都市計画課］ 

●江東区長期計画に位置づけられた、ユニバーサルデザインの

視点により、年齢・性別・国籍の違いや、障害の有無等にか

かわらず誰もが公平かつ快適に生活できるようにするため、

区と区民及び事業者が協働でまちづくりを推進します。 

●ユニバーサルデザインの意識啓発を図ることを目的に、区民

等が参加するワークショップを開催するとともに、若年層に

向けては区立学校の４年生児童を対象とした出前講座を障害

当事者やその介助者等で構成するやさしいまちづくり相談員

と協働して開催します。 

ワークショップ、出前講座

の開催 
実施 継続 

206 

選挙における投票

所仮設スロープ等 

［選挙管理委員会  

事務局］ 

●選挙における投票所に仮設スロープ及び全投票所に車いすを

設置します。 

仮設スロープ及び 

車いすの設置 
実施 継続 

207 

だれでもトイレ整

備事業 

［河川公園課］ 

●老朽化が進んだ公衆便所の改修に合わせ、障害者・高齢者・

妊婦・乳幼児を連れている親等が利用しやすい「バリアフリ

ートイレ」として整備します。 

整備箇所数 ４箇所 継続 

208 
無電柱化事業 

［道路課］ 

●電線類の地中化を図り、交通安全や防災機能の向上、街並み

の景観形成を図り、安全・安心なまちづくりを進めます。 

電線類の地中化の推進 実施 継続 

209 
道路改修事業 

［道路課］ 

●道路改修時に、歩道をセミフラット型にすることで、バリア

フリー化を進めます。 

バリアフリー化の推進 実施 継続 
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